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津市電子図書館システム構築及び利用等業務プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

⑴  件名 

津市電子図書館システム構築及び利用等業務 

 

⑵ 業務の目的 

  津図書館では、これまで一般的な図書や新聞・雑誌のほか、ＤＶＤな

どの視聴覚資料、インターネットサービスなど、時代に即した情報に係

るサービスを提供してきた。近年、デジタル化が急速に進む中、電子書

籍については、市民の情報収集の手段の一つとして、また読書のための

新たな選択肢として提供することが求められている。 

このような中、電子化された書籍や雑誌などをインターネットを通じ

て提供する電子図書館システムは、来館することなくＷｅｂ上でいつで

も利用することが可能なため、図書館に来訪することが困難な方や多忙

な現役世代の方などへ読書環境を提供することになる。 

このことから、読書のための新たな選択肢となる電子図書館システム

を導入することにより、図書館サービスを充実して、利用者サービスの

向上を図るものである。 

 

⑶ 業務内容 

ア 津市電子図書館システム構築業務 

システムの設計及び構築、システムテスト等 

イ 津市電子図書館に係る電子書籍の提供 

ウ 津市電子図書館に係るサービス提供 

     電子図書館サービス利用に係るシステムの維持管理等 

 

⑷ 履行期間 

  ア 津市電子図書館システム構築業務 

    契約締結日から令和８年９月３０日まで 

イ 津市電子図書館に係る電子書籍の提供 

令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで 

  ウ 津市電子図書館に係るサービス提供 

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで（地方自治法

第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

⑸ 履行要件 

  「津市電子図書館システム構築業務」、「津市電子図書館に係る電子書

籍の提供」、「津市電子図書館に係るサービス提供」に係る契約をそれぞ

れ締結する。 

  なお、「津市電子図書館に係るサービス提供」の契約については、地方
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自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であり、月額（履行期間を通

じ一定の額）での契約とする。 

 

２ 提案見積上限額（消費税及び地方消費税を含まない額） 

  契約締結日から令和１３年９月３０日までの期間の業務に係る提案上限

額は、以下の内訳に基づく総額 ４，９００，０００円（消費税及び地方

消費税を含まない。）とする。 

  また、提案見積書内訳（第１号様式別紙）については、いずれの業務に

ついても提案上限額を超えてはならないものとし、超えた提案については

無効とする。 

【内訳】 

  ⑴ 津市電子図書館システム構築業務 

●委託料：令和８年度（※単年度契約） 

システム構築業務  ７００，０００円 

  ⑵ 津市電子図書館に係るサービス提供 

     ●通信運搬費（※長期継続契約） 

  システム利用料      

令和８年度から令和１３年度（予定） 

７０，０００円×６０箇月＝４，２００，０００円 

 （令和８年１０月から令和１３年９月までの６０箇月分）     

期間中合計（税抜）      ７００，０００円（委託料） 

４，２００，０００円（通信運搬費） 

  提案見積書の金額は、契約（予定）金額を示すものではなく、提案内容

についての事業期間全体の規模を示すためのものである。 

 

  津市電子図書館に係る電子図書の提供については、今回の提案見積内訳

には含まないものとする。本プロポーザル終了後に、決定した契約事業者

と締結する令和８年度分の電子図書の提供に係る契約については下記の規

模を想定しており、実際の契約金額については、契約事業者が提供する電

子書籍の中から発注者が選書した分の金額で契約するものとする。 
 

●津市電子図書館に係る電子図書の提供（電子書籍使用料） 

令和８年度（令和８年１０月から令和９年３月まで） 

  ２，７１９，１８２円（税抜き） 

当該年度は、接続無制限の児童・生徒向けコンテンツ５００タイトル以

上という規模で想定。 

令和９年度以降の規模は未定。 

 

３ 参加資格 

⑴ 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市

競争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合
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にあっては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登

記簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されて

いないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

オ  法人にあっては、本社又は委任先となる営業所等の所在地における

市区町村税について、申請日において未納の徴収金がないことを証明

する書類（完納証明書） 

  ※新規に支店等を開設した場合は、法人開設届 

カ  個人にあっては、契約を行う予定の事業所等の所在地における市区

町村税について、申請日において未納の徴収金がないことを証明する

書類（完納証明書） 

キ  法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある

未納税額のない証明書（その３の３） 

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある

未納税額のない証明書（その３の２） 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当していないこと。 

 ⑶ 本公告の日から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止

基準（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けていないこと。 

 ⑷ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している     

者 

 ⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会
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社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であるこ

と。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法

に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、再生計画又は

更生計画が認可された者を除く。 

 ⑹ 手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 ⑺ 官公庁等で発注された業務で、過去１０年間（平成２８年度以降）に

国又は地方公共団体等において設置の公共図書館で、下記①②③全ての

実績を有すること。ただし、それぞれの実績が同一の契約ではなく個別

の契約でも可とする。 

① 電子図書館システムの構築 

② １年間以上の電子書籍の提供 

③ １年間以上の電子図書館に係るサービス提供 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは以下のとおりとする。変更する場

合は参加者に対し、別途通知するものとする。 

   公告 令和８年５月８日（金） 

実施要領等の配布 令和８年５月８日（金）から 

令和８年５月２７日（水）午後３時まで 

質問書の受付 令和８年５月８日（金）から 

    ５月１８日（月）午後３時まで 

質問の回答期限 令和８年５月２２日（金）午後３時まで 

参加申込書提出期限 令和８年５月２７日（水）午後３時まで 

参加資格審査結果通知 令和８年６月１日（月）午後３時まで 

企画提案書提出期限 令和８年６月１１日（木）午後３時まで 

審査（プレゼンテーショ

ン及び質疑応答） 
令和８年６月２４日（水）（予定） 

審査結果通知 令和８年６月２５日（木）午後３時まで 
 
 

５ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問がある場合は、下記のとおり提出すること。 

⑴  提出方法 

   質問書（第２号様式）を利用して作成し、電子メール（件名：「津市

電子図書館システム構築及び利用等業務プロポーザル質問（会社名）」

により提出すること。 

   質問者には、質問の内容について確認を行うことがある。 
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なお、電話・口頭など、上記の提出方法以外による質問には対応しない。 

⑵ 提出期限 

令和８年５月８日（金）から５月１８日（月）まで（午後３時必着） 

提出後、電話にて津図書館に受信確認を行うこと。 

⑶ 提出先 

津市教育委員会事務局教育総務部津図書館 

E-mail 229-3321@city.tsu.lg.jp 

⑷ 回答方法等 

質問に対する回答は、質問者名は非公表とした上で、令和８年５月２２

日（金）午後３時までに津市ホームページ内の本プロポーザル記事内にて

回答する。電話・口頭など、個別には対応しないため、プロポーザルへの

参加を希望する事業者は、必ず回答を確認すること。なお、当該質問への

回答は、本実施要領及び仕様書の追加又は修正とみなすものとする。 

 

６ 本プロポーザルへの参加申込書及び企画提案書等の提出について 

⑴  参加申込書等の提出 

応募者は、次の各号のとおり「参加申込書」（第３号様式）及び必要書

類を津図書館に提出し、参加資格審査を受けること。 

  ア 提出書類 

    (ｱ) 参加申込書（第３号様式）※要押印 

      ３ 参加資格に基づき、必要な資料がある場合は併せて提出する

こと。 

   (ｲ) 宣誓書（第４号様式） ※要押印 

   (ｳ) 事業所概要等整理表（第５号様式） 

   ※ (ｱ)及び(ｲ)に押印する印鑑については、津市競争入札参加資格者名

簿（物品・業務委託）に登載されている者は、当該名簿への登録に

当たって使用印鑑として届け出した印鑑、登載されていない者は、

提出した印鑑(登録)証明書と同じ印鑑とする（以下「届出等印鑑」

という。）。 

  イ 提出期限 

    令和８年５月２７日（水）（午後３時必着） 

  ウ 提出部数 

    １部 

エ 提出先 

   〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

   津市教育委員会事務局教育総務部津図書館 

（津リージョンプラザ２階津図書館事務室） 

   担当：図書館管理担当 田間   電話０５９－２２９－３３２０ 

  オ 提出方法 

    上記提出先に持参又は郵送すること。なお、郵送により提出する場合

は、上記提出期限必着とし、電話等により到着確認を行うこと。 
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  カ 応募を辞退する場合 

参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、令和８年６月１０

日(水)午後３時（必着）までに「参加辞退届」（第６号様式）を津図書

館まで持参又は郵送により提出すること。なお、郵送により提出する場

合は、上記提出期限必着とし、電話等による到着確認を行うこと。 

※  届出等印鑑を使用すること。 

※  郵便事情等により書類到着に遅延等が発生した場合における提出期

限経過後の提出については、当該書類の受付は行わないため、提出

期限に注意すること。 

⑵  参加資格要件の確認結果通知 

参加申込事業者から提出された参加申込に係る書類に基づき、参加申込

事業者のプロポーザルへの参加資格要件について確認する。 

ア 通知時期 

  令和８年６月１日（月）午後３時まで 

イ 確認の結果、プロポーザルへの参加資格を有すると認められた参加申

込事業者に対し、参加資格審査結果通知書（第７号様式）により、プロ

ポーザルへの参加を認めるものとする。 

ウ 確認の結果、プロポーザルへの参加資格を有しないと認められる場合

は、参加資格審査結果通知書（第８号様式）の送付をもって、プロポー

ザルへの参加を認めない旨の通知をするものとする。 

エ 参加資格審査結果は郵送により通知し、併せて同日午後３時までに参

加申込書に記載されたメールアドレスへ電子メールによる連絡を行う。 

⑶  企画提案書等の提出 

   参加資格審査により参加資格を有すると認められた応募者は、次の各号

のとおり津図書館に企画提案書等を提出すること。 

  ア 提出書類 

   【作成要領】 

    (ｱ) 企画提案書 

Ａ 提出部数 正本１部（第９号様式を鑑にしたもの） 

副本(写し)８部 合計９部 

       なお、同提案書をＰＤＦ形式としたものをＣＤ－Ｒで１部提出 

すること。 

     Ｂ 鑑文（第９号様式）は正本のみに添付し、副本（写し）にあた

る提案書には、タイトルに「津市電子図書館システム構築及び

利用等業務企画提案書」と記載し、提案者名及び押印の他、社

標など提案者が類推できる一切の表示を行わないこと。 

     Ｃ 企画提案書は、日本語（適さない箇所除く）で表記し、目次及

び項番号等を付し、本文の総ページ数（表紙、目次、合紙は含

まない）４０ページ以内で作成すること。また、企画提案書は

Ａ４版横書き、左綴じ、又は上綴じ、両面印刷とすること。 

    (ｲ) 提案見積書、提案見積書内訳（第１号様式 別紙） 



7 

 

Ａ 提出部数 届出等印鑑を押印のもの１部（封入封緘押印のこ

と） 

※ 提案見積書及び提案見積書内訳に割印をしたもの。 

(ｳ)  評価項目及び評価基準（第１０号様式） 

Ａ 提出部数 ９部 

Ｂ 様式の項目に提案書の該当ページを記載すること。 

(ｴ)  機能要件等一覧 

Ａ 提出部数 ９部 

Ｂ 一覧の実装機能回答票欄に、対応可否と実装状況・対応状況

（オプション機能かどうかなど）を記載すること。 

  イ 提出期限 

    令和８年６月１１日（木）（午後３時必着） 

  ウ 提出方法 

    津図書館に持参又は郵送すること。郵送による場合は、提出書類を封

入した封筒の表面に「津市電子図書館システム構築及び利用等業務企画

提案書在中」と記載すること。また、郵送により提出する場合は、上記

提出期限必着とし、電話等により到着確認を行うこと。 

⑷  その他留意事項 

ア 提案者は、一つの提案しか行うことができない。 

イ 参加申込及び企画提案書類の提出期限後において、提出した参加申込

書及び企画提案書等に係る提出書類の変更、差し替え又は再提出は認め

ない。 

ウ 参加申込書及び企画提案書等に使用する言語は日本語（適さない箇所 

を除く。）、計量単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるもの、 

通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。 

エ 次のいずれかに該当する提案は無効とする。 

   (ｱ)  「３ 参加資格」に示した要件を満たさない者が行った提案 

(ｲ)  「参加申込書」に記載された者以外が行った提案 

(ｳ)  参加者の記名及び押印を欠く参加又は参加事項を明示しない提案 

(ｴ)  参加申込書等に虚偽がある提案 

(ｵ)  「２ 提案見積上限額」に示す業務等別及び総額の提案上限額を

超えた提案 

(ｶ)  その他、実施要領等において示した条件等参加に関する条件に違

反した提案 

オ 参加申込書及び企画提案書等の受付時において、本市はその内容及び

数量等についての点検を行わない。各指示事項に不備がある場合には、

審査で失格となる場合があるため、十分注意すること。 

カ 参加申込書及び企画提案書等は、選定作業の過程で複製を行う場合が

ある。提案者は参加申込書及び企画提案書等の複製に同意したとみなす

ものとする。 
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７ 企画提案書記載項目（以下の項目に従って作成すること。） 

企画提案書に記載する項目は次のとおりとする。 

なお、これらの項目に漏れがある場合は評価に影響があるため、注意する

こと。 
 
             企画提案書記載項目 

１ 実施体制等 

運営に係る業務実施体制等について記載してください。 

  

  

  

  

１ 業務体制 

２ プロジェクト管理 

３ スケジュール 

２ 電子図書システムの機能等 

提案電子図書システムの概要・特徴や各種機能内容について記載して

ください。 

   

  

１ 概要・特徴 

２ 機能・使いやすさ 

３ セキュリティ 

提案システムのセキュリティについて記載してください。 

  １ セキュリティ対策 

４ 運用支援 

運用教育の計画及びサポートについての考え方を記載してください。 

  １ 操作研修等 

２ 保守・サポート等 

５ コンテンツ 

提供する電子書籍のコンテンツについて記載してください。  

１ コンテンツ 

２ 本市資料 

６ その他 

その他、特筆すべき内容について記載してください。 

  １ 多様な世代へのサービス 

（小中学生、高校生、働く世代、子育て世代等） 

２ 申し込みの受付や周知に関すること 

３ 業務目的に配慮した工夫 

４ その他独自の機能 

 

８ 審査方法 

本プロポーザルの審査は、参加資格を満たす参加者から企画提案書の提出

を求めた後、「津市電子図書館システム構築及び利用等業務プロポーザル
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審査基準」に基づいた審査方式で実施する。審査については、津市電子図

書館システム構築及び利用等業務プロポーザル方式審査委員会（以下「審

査委員会」という。）において行う。 

また、審査委員会は外部委員及び本市の職員で構成するものとするが、委

員の氏名等は、審査が終了するまで公表しない。 

なお、参加事業者が１事業者のみの場合であっても、審査を実施する。 

⑴ 審査の方法 

企画提案書に基づき、業務に係る提案を審査し、算出した各委員の審査

点数の平均点が最も高い点数の提案者を最優先候補者として決定する。 

ただし、基準となる最低点は３００点とし、平均点が３００点未満の場

合は、最も点数が高い提案者であったとしても不採用として、最優先候補

者として決定しないものとする。 

なお、同点の場合は審査委員会で協議の上、順位を決定する。 

審査（プレゼンテーション及び質疑応答）の実施方法は、下記のとおり

である。 

・提案者より、企画提案書の内容について３０分以内で説明を行い、説明

終了後、審査委員からの質疑応答を行う。質疑応答の時間は３０分程度

とする。提案説明及び質疑応答に当たっては、デモ環境を用意して実施

することも可とする。ただし、その場合も上記制限時間内で行うこと。 

・提案書と異なる内容による説明や、追加資料の配布は認めない。 

・提案内容説明でパソコンを使用する際は提案者で用意すること。 

なお、プロジェクター及びスクリーンについては本市で用意する。 

・会場への入室は４名以内とする。 

なお、業務担当責任者となる予定の者は、必ず参加すること。 

・審査の会場や時間等については、企画提案書提出期限後に、電子メール

等にて別途通知するものとする。 

⑵ 審査基準 

審査は、「津市電子図書館システム構築及び利用等業務プロポーザル方

式審査要領」に基づき行う。 

 

９ 審査結果 

 ⑴ 通知時期 

令和８年６月２５日（木）午後３時まで 

⑵ 参加事業者には、審査結果通知書（第１１号様式）を郵送し、結果を通

知するとともに、併せて同日午後３時までに企画提案書（第９号様式）に

記載されたメールアドレスへ電子メールによる連絡を行う。 

なお、結果が基準点に満たない事業者については企画提案が不採用であ

る旨を、基準点以上の事業者には順位を表記し、最上位であった事業者に

ついては最優先候補者に決定した旨を通知するものとする。 

⑶ 契約手続き等 

審査の結果により、最上位者として選定された最優先候補者を本業務に
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係る随意契約の見積書徴取の相手方として、契約の交渉を行う。ただし、

その者との契約が成立しない場合は、次点者との交渉を行うこととする。 

 

10 情報公開基準 

   プロポーザルの実施にあたり、下記のとおり情報公開基準を設けること

とする。 

対象 契約締結前 契約締結後 

指名条件 ○ 

選定条件 ○ 

プロポーザル方式採用理由 ○ 

提
案
書
類 

提案者名 ×    ○ 

企画提案書 ×    ○(注１) 

見積書 ×    △(注２) 

その他提出書類 ×      ○(注１) 

採点表（合計点） ○(注３) ○ 

採点表（各評価項目点） × 

委員名簿 △(注４) 

選定結果            ○ 

 

  ○：開示、△：一部開示、×：不開示 

  (注１)   企画提案書及びその他提出書類は、提案者の持つ独自のノウ

ハウ等が含まれており、これを開示することにより当該業者の

競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれがあるため、

当該提案者の同意が得られる場合のみ開示とする。 

  (注２)  「一部開示」とは見積書における積算単価及び内訳以外のもの

を開示することをいう。 

  (注３)   契約締結前であっても、候補者の決定後は、採点表（合計点）

を開示することができる。 

  (注４)   委員名簿は、委員構成のみ開示とし、住所及び電話番号等の

個人情報は不開示とする。 

(留意事項) 採点表(各評価項目点)については、契約締結前であっても、

候補者決定後は、提案者本人からの当該本人に係る情報の請求

の場合は開示することができる。 
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11 その他 

⑴ 必要経費の負担 

参加申込書類及び企画提案書の作成等、本プロポーザルに要する全て

の費用は参加者の負担とする。 

⑵ 失格事項等 

下記の事項のいずれかに該当又は判明した場合は、その者の本プロポ

ーザルへの参加資格を満たさなかったものとみなし、失格とする。 

また、その者が最優先候補者として選定されていた場合については、

これを取り消すものとする。 

  ア 指定する提出方法によらず必要書類等が提出された場合 

  イ 指定する提出期限までに必要書類等が提出されなかった場合 

  ウ 提出を求める必要書類等について、記載すべき事項が記載されて

いない場合 

  エ 提出を求める必要書類等について、作成基準に違反する表現が記

載されている場合 

  オ 提出を求める必要書類等について、虚偽の内容が記載されている

ことが判明した場合 

  カ 本実施要領に定める手続き以外の方法により、審査委員会の委員

等関係者に対して、直接的又は間接的に接触した場合 

  キ 前各号で定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行

為があるなど、市長が失格であると認めた場合 

⑷ 提出書類等 

ア 提出された書類等の返却は行わない。 

なお、これらは本業務の選定以外において提出者に無断で使用しない。 

イ 参加申込及び企画提案書類の提出期限後において、企画提案に関する

提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

ウ 参加者は、10 情報公開基準に基づき提案内容を開示することを了解

の上、提案すること。 

エ 参加者は、業務で得られた情報については、正当な目的のみに使用す

ることとし、第三者に開示、提供してはならない。 

 

12  問い合わせ先 

〒５１４－８６１１ 

三重県津市西丸之内２３番１号（津リージョンプラザ２階津図書館事務室） 

津市教育委員会事務局教育総務部津図書館図書館管理担当 担当：田間 

電 話 ０５９－２２９－３３２０ ＦＡＸ ０５９－２２９－１４５８ 

E-mail 229-3321@city.tsu.lg.jp 


